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１．これまでの経緯と現状

碧南市及び高浜市の一般廃棄物中間処置施設であるクリーンセンター衣浦は平成７年に竣
工し約３０年稼働している。
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①クリーンセンター衣浦の現状

項目 概要

施設名称 クリーンセンター衣浦

所在地 碧南市広見町１丁目１番地１

竣工 平成７年（１９９５年）９月

構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上４階地下１階建

施設規模
焼却施設：処理能力１９０トン/日（９５トン×２炉） 全連続燃焼式

粗大ごみ：処理能力４０トン/５H 剪断式破砕機、回転式破砕機

平成２８年（２０１６年）に基幹的設備改良工事を実施

令和８年度から令和１０年度にかけて、小規模基幹的
設備改良工事を実施予定



１．これまでの経緯と現状

クリーンセンター衣浦で中間処理をしているごみの処理量の推移は下記のとおり。
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①クリーンセンター衣浦の現状

年度
ごみ焼却
処理量

搬入日数
（日）

搬入１日
処理量
（トン/日）可燃ごみ

破砕後
可燃物

し尿処理
残渣

令和元年度 38,474 ２８，３５９ ９，１８４ ９３１ ２６１．５ １４７．１

令和２年度 36,199 ２８，１３０ ７，０５０ １，０１９ ２６２ １３８．２

令和３年度 35,859 27,494 ７，３７９ ９８６ ２６２ １３６．９

令和４年度 35,429 ２７，１９５ ７，３０４ ９３０ ２６２ １３５．２

令和５年度 36,241 ２７，８２３ ７，５５６ ８６２ ２６0 １３9．4

ア 可燃ごみ

年度
粗大ごみ
破砕処理量

搬入日数
（日）

搬入１日あたり処理量
（トン/日）破砕後可燃物 金属等

令和元年度 ９，９２４ ９，１８４ ７４０ ２６１．５ ３８．０

令和２年度 ７，９５８ ７，０５０ ９０８ ２６２ ３０．４

令和３年度 ８，２０１ ７，３７９ ８２２ ２６２ ３１．３

令和４年度 ８，０３３ ７，３０４ ７２９ ２６２ ３０．７

令和５年度 ８，９５２ 7，５５６ 1，396 260 ３４．４

イ 粗大ごみ



１．これまでの経緯と現状

ごみ及び資源処理の現行体制は下記のとおり。(クリーンセンター衣浦整備構想（改訂版））
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①クリーンセンター衣浦の現状

ごみの種類 最終処及び資源化中 間 処 理

可燃ごみ

粗大ごみ

金属類・その他

小型家電

羽毛布団

蛍光管

乾電池

硬質プラスチック

発泡トレー・ペットボトル
発泡スチロール

缶類・ビン類

新聞紙・チラシ・紙類

衣類・陶磁器・ガラス

ガレキ

衣浦衛生組合
ごみ焼却施設
（焼却処理）

粗大ごみ処理施設
（破砕・解体処理）

リサイクルプラザ
（再生処理）

蛍光管破砕機
（破砕処理・梱包）

クリーンセンター衣浦内
設置資源ごみ分別会場
（仕分・梱包等）

民間施設で溶融再生
（資源化）

民間施設で埋立
（最終処分）

民間事業者で資源化

市民へ販売

分級機取出物

ガレキ

鉄・非鉄金属等

焼却残渣

不燃物

可燃物



１．これまでの経緯と現状

衣浦衛生組合構成市（碧南市及び高浜市）におけるリサイクル量及び率は下記のとおり。
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①クリーンセンター衣浦の現状

リサイクル量・リサイクル率：減少傾向



１．これまでの経緯と現状

愛知県ごみ処理広域化・集約化計画及び衣浦東部ごみ処理広域化計画に基づき、クリーン
センター衣浦は安城市環境クリーンセンターと統合する計画であるが施設耐用年数が整わ
ず現在、少なくとも令和３３年度（２０５１年度）末までは広域化の見通しが立たない状況。
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②廃棄物処理施設の広域化に関する経過

1997(H9) 年：厚生省（現環境省）より、ごみ処理施設広域化の通達
1998(H10)年：愛知県による「第１次愛知県ごみ焼却処理広域化計画」が策定され、安城
市と碧南市・高浜市３市でごみ処理施設を広域化し、2018(H30)年度以降に供用するよ
う位置付けられた。



１．これまでの経緯と現状
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②廃棄物処理施設の広域化に関する経過

2014(H26)年３月：「衣浦東部ごみ処理広域化計画」にて2027(R9)年度までに
3市統合新施設の供用開始を目指すことが位置付けられた。
2016(H28）年３月：3市協議の結果、2027(R9)年度の供用開始目標を断念した

■２０２１（R3）年～
２０２１（R3）年１１月：「愛知県ごみ処理広域化・集約化計画」にて、２０４０（R22）年度以降を目安に
３市統合新施設の供用開始を目指すことが位置付けられた。

２０２３（R5）年２月：安城市環境クリーンセンターの２０５１（R33）年度までの延命化方針が報告された。

２０５１（R３３）年までの碧南市・高浜市の廃棄物処理のあり方を検討する必要が生じた。



１．これまでの経緯と現状

碧南市及び高浜市の今後の一般廃棄物処理施設のあり方に関する経緯は下記のとおり。
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③碧南市及び高浜市の協議の経過

年月 概要

令和５年６月

碧南市と中部電力㈱で「資源循環事業等の検討に
関する連携協定」を締結
（クリーンセンター衣浦に代わるごみ焼却施設の建設
及び運営に関すること等の検討に関する協定）

令和６年６月 クリーンセンター衣浦整備構想（改定版）策定

令和６年９月
「資源循環事業等の検討に関する連携協定」に基
づく検討結果の報告

令和６年１０月

碧南市から高浜市に「今後の廃棄物処理施設のあ
り方に関する協議」の申し入れ（クリーンセンター
衣浦整備構想（改定版）に掲げる処理体制案（再延
命化・新設・外部処理）の方向性及び新設案を採用
した場合の候補地の選定に関する協議）
【～１２月まで計５回協議を開催】

令和７年１月

碧南市及び高浜市の協議結果の報告
①体制案として「新設」、新設に最も適している箇
所を「２号地多目的グランド」とすることを決定

②廃棄物処理方式等検討委員会の開催及び検討
調査業務委託を実施することとした。

２号地多目的グランド



１．これまでの経緯と現状

令和６年６月に策定された「クリーンセンター衣浦整備構想（改定版）の概略は下記のとおり
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③ー１クリーンセンター衣浦整備構想（改定版）の概略

項 目 概 略

目 的
クリーンセンター衣浦と安城市環境クリーンセンターの統合時期が少なくとも令和３
３（２０５１）年度となることから、圏域内のごみ処理を実施するための施設や処理のあ
り方を定めることを目的とする。

改定のポイン
ト

①安城市環境クリーンセンターの延命化計画に基づく計画期間の変更
②近隣での施設整備時における浸水対策の検討
③両市のゼロカーボンシティ宣言に基づく脱炭素社会に向けた施設整備の検討
④メタン化施設の技術導入に関する検討
⑤施設規模の再算定
⑥物価高騰を見込んだ概算事業費の見直し

将来ごみ処理
体制案

令和３３（２０５１）年度まで。衣浦衛生組合の管理のもとでごみ処理を行うことを前提
に３パターンの処理体制案を設定した。

再延命化案

（基幹的設備改良案）

新設案
外部処理案

（現在のクリーン
センター衣浦は中
継施設に改造

【新設案１】
焼却単体

（１１０トン/日）

【新設案２】
バイオガス化＋焼却
コンバインド

（５０トン/日＋９６．２ト
ン/日）



１．これまでの経緯と現状

新設案に対するスケジュールの概略は下記のとおり。（クリーンセンター衣浦整備構想（改定版）参照）
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③ー２新設案の事業スケジュールの概略

年 度 稼働後年数 概 略

令和７（２０２５） 30年目

令和８（２０２６） ３１年目

令和９（２０２７） ３２年目

令和１０（２０２８） ３３年目

令和１１（２０２９） ３４年目

令和１２（２０３０） ３５年目

令和１３（２０３１） ３６年目

令和１４（２０３２） ３７年目

令和１５（２０３３） ３８年目

令和１６（２０３４） ３９年目

令和１７（２０３５） ４０年目

令和１８（２０３６） ４１年目

令和１９（２０３７） ４２年目

現
施
設

稼
働
期
間

環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

建
設
工
事

新施設稼働

現施設延命化工事

用
地
造
成
等



１．これまでの経緯と現状

令和６年１０月から１２月にかけて碧南市及び高浜市で協議を計５回、実施した。
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③ー３碧南市及び高浜市の協議概要

項目 内容

協議の内容

１ クリーンセンター衣浦整備構想（改定版）に掲げる体制案につい
て３つの体制案（再延命化案・新設案、外部処理案）を基に方向性
を決定する。
２ １の体制案について「新設案」を選択した場合において、最も適
している箇所の選定を行う。
３ ２の後、具体的な処理方式及び運営方式の方針を決定する。

協議の結果

１ 体制案について、①廃棄物処理責任の継続性、②経済性（イニ
シャルコスト）、③経済性（ランニングコスト）、④環境への配慮、⑤

広域化への対応について評価し検討した結果、新設案を採用す
ることとした。
２ ①概ね３ヘクタール以上、②地震又は大雨によるハザードを考
慮し、碧南市及び高浜市から７箇所を抽出し、１次選定及び二次

選定を実施し、総合的に判断し、２号地多目的グランドを最も
適している箇所とした

３ 将来的な運営方針を決定するため、廃棄物処理方式等
検討委員会の開催及び検討調査業務を実施することとし
た。



２．サウンディング調査の実施概要

サウンディング調査の実施に関する概略は下記のとおり。
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サウンディング調査の実施内容

項目 概要

目的
碧南市及び高浜市における今後の廃棄物処理施設の検討の
選択肢として民間施設の活用も検討対象とした市場調査

参加申込 令和７年８月１８日（月）～１０月３日（金） １７時まで

対話の実施 令和７年１０月２０日（月）～３１日（金）の間

詳細は「一般廃棄物処理体制の検討に係る民間事業者へのサウンディング調査実施要領」のとおり



３．廃棄物処理施設の事業方式と処理方式
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①廃棄物処理施設の事業方式と特徴

建設中 運営中
運営
終了後

公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共 公共

公共 公共 公共 民間 公共 公共 公共 公共

公共 公共 民間 民間 公共 公共 公共 公共

B
T
O

公共
公共＋
民間

民間 民間 民間 公共 公共
公共＋
金融機関

B
O
T

公共 民間 民間 民間 民間 民間 公共
公共＋
金融機関

B
O
O

公共 民間 民間 民間 民間 民間 民間
公共＋
金融機関

民間 民間 民間 民間 民間 民間 民間 民間外部委託

役割分担

民
設
民
営

（
P
F
I

）

事業方式

公設公営

公設＋
長期包括
運営委託

公設民営
（DBO)

所有
計画
策定

資金
調達

設計
建設

運営
維持
管理

運営
モニタ
リング



３．廃棄物処理施設の事業方式と処理方式

サウンディング調査に関するエントリーの状況は下記のとおり。
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サウンディング調査のエントリー状況

項目 概要

参加事業者数 ９社

希望する事業方式

※複数回答した事業者あり

DBO PFI 民間委託方式

６社 ４社 ４社

事業者 各事業者回答概要 事業者 各事業者回答概要

A社 DBO F社 DBO

B社
PFI

民間委託方式
G社

DBO・PFI・
民間委託方式

C社 DBO H社
DBO・PFI・
民間委託方式

D社 DBO Ｉ社 PFI

E社 民間委託方式

各事業者詳細



３．廃棄物処理施設の事業方式と処理方式
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②廃棄物処理施設（可燃ごみ処理施設）の処理方式

原理・特徴

ストーカ式

流動床式

シャフト炉式

流動床式

キルン式

ガス化改質

ストーカ式焼却＋
灰溶融方式

流動床式焼却＋
灰溶融方式

乾式

湿式

コンバインド
方式

メタン化方式＋
焼却方式

メタン化方式の原理・特徴に加え、処理が必要な発酵残渣を焼却処理する方式である。

可燃ごみ中の可燃物を破砕、乾燥、選別、成形して固形燃料化（RDF化）する。

空気を遮断した状態でごみを加熱・炭化する。熱分解ガスと分離して得られた炭化物は、不燃物や金属の除去、水
洗等の後処理を施した後に代替燃料、補助燃料、吸着材、保温材や土壌改良材等に利用される。

廃食用油（天ぷら油）などの植物油をアルカリ触媒及びメタノールと反応させてメチルエステル化等の化学処理を
して製造され、軽油代替燃料となる。

生ごみや紙・プラスチックなどが混在したごみを密閉発酵槽で微生物の発酵作用が最も活発になる好気的な環境
において発行させ、発行する際の熱と通気を利用し乾燥処理後、異物を取り除いた紙及びプラスチックなどが固
形燃料の原料として利用される。

堆肥化 生ごみや紙類を好気性の微生物の働きによって生物化学的に分解し、その発酵過程を利用して堆肥を形成する。

飼料化 有機物（動物性残渣）を熱加工・乾燥処理などと油脂分調整により、粉状にした飼料をつくる。飼料化方式

燃焼・
熱分解処理

バイオ
ガス化

燃料化

メタン化方式

処理方式

生ごみや汚泥等の有機性廃棄物を発酵させてメタンガスを回収し、そのエネルギーを発電や燃料供給などに利用
する方式である。

RDF化方式

炭化方式

BDF方式

トンネルコンポスト方式

高速堆肥化方式

焼却方式
ごみを850℃以上の高温に加熱し、ごみ中の水分を蒸発させ、可燃分を焼却する。焼却によって、焼却灰や飛灰
が発生するため、別途処理を検討する必要がある。

ガス化溶融
方式

ごみを熱分解した後、発生ガスを燃焼させるとともに、灰、不燃物等を溶融する。溶融することで、スラグやメタ
ル、溶融飛灰が発生する。スラグは道路用骨材やコンクリート骨材等に利用され、メタルは非鉄金属原料等で有効
利用される。

焼却＋
灰溶融方式

焼却方式に灰溶融炉を外付けしたシステム。
焼却炉から発生した焼却灰及び飛灰を溶融することで、スラグとメタル、溶融飛灰が発生する。スラグは道路用骨
材やコンクリート骨材等に利用され、メタルは非鉄金属原料等で有効利用される。



■ ■ ■ ■

10/23 12/18

■４　廃棄物処理方式等の方針決定

1　廃棄物処理方式等検討委員会

（１）参加申込

（２）対話の実施

２　サウンディング調査

３　ごみ処理施設についての調査検討

（１）定量的評価

（２）定性的評価

（３）総合評価

実施工程
令和７年度

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

４．今後のスケジュール

17

今後の選択に対する懸案
事項や課題等について

サウンディングの結果概要の報告、
今後の選択の可能性について
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